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長期修繕計画と修繕積立金

相談員 神奈川県マンション管理士会

（マンション管理士、一級建築施工管理技士） 荘司純



１. はじめに

ハード編について

管理組合の運営 ・理事会・総会の運営と管理業務

・管理組合の会計

・建物と設備の維持・保全
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1. はじめに

２

ホームページ掲載のハード編テキスト（第1部 長期修繕計画と修繕積立金）

第１章 建築物としてのマンション

第２章 管理費及び修繕積立金の経理

第３章 マンションの資産価値を維持する為の長期修繕計画と修繕積立金（P.7～）

第４章 長期修繕計画の作成と修繕積立金の算出（P.11～）

第５章 長期修繕計画の見直しと修繕積立金の見直し（P.15～）

第６章 大規模修繕工事（計画修繕工事）の進め方（P.17～）

第７章 専有部分の設備と一体化した共用部分の設備工事



2. 長期修繕計画 （テキスト８ページ）

３

（１）修繕工事の考え方

出典：国交省 「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル」より

【図の補足】

・改良工事

建物各部の性能・機能を
グレードアップする工事

・改修工事
修繕・改良により建築物の
性能を改善する工事



2. 長期修繕計画 （テキスト８ページ）

４

○ マンションを構成する部材や設備の耐久性に合わせ、

マンション毎に設定される長期の修繕計画

○ 通常２５～３０年程度の長期展望に立ち、

マンション共用部分等の各部分の修繕周期と概算費用を設定

○ 計画の決定には、総会での決議が必要

（２）長期修繕計画の概要



2. 長期修繕計画 （テキスト14ページ）

参考：一般的な総括表（イメージ図）

出典：国交省 「長期修繕計画標準様式」より
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2. 長期修繕計画 （テキスト15ページ）

参考：シュミレーショングラフ（イメージ図）

出典：国交省 「長期修繕計画標準様式」より

【図の補足】

・均等積立方式（左記グラフ）

期間中の積立金額が均等
となるように設定する方式

・段階増額積立方式

10年等の単位で徴収する
修繕積立金があがる方式
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2. 長期修繕計画

○ 居住者の修繕積立金の算出根拠になる重要な計画である点

○ 新築時の設定は概して予算設定が低く、将来的な資金不足に陥る

可能性がある点

＊特に段階増額積立方式は、増額時に区分所有者間の合意形成ができず、

積立金額が不足する場合があるので、注意が必要。

○ 定期的な計画の見直しが重要

＊5年ごとの見直し（国交省推奨）

（３）長期修繕計画における留意点
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2. 長期修繕計画 （テキスト15ページ）

５年ごとの見直しが推奨されている

長期修繕計画の変動要因となる内容がある為

① マンションの建物固体差による劣化状況の変化

例：躯体種別、立地条件、（日当り・塩害等）、各設備の老朽度合 等

② 工事費用の変化、物価の変動

③ 修繕技術の向上（新工法、新素材）

④ 時代変化に伴うマンション標準設備等の向上

例：セキュリティーシステム、エレベーター性能、駐車場の利用の変化等

（４）長期修繕計画の見直し



９

○ 長期修繕計画に基づいて実施される計画修繕費用

【その他、修繕積立金の使用が可能となる費用】

・ 突発的な設備機器の故障や改良費用

・ 自然災害等の復旧費用

３. 修繕積立金 （テキスト8ページ）

（１）修繕積立金の位置づけ

（２）修繕積立金に関する注意点

○長期修繕計画の見直し時に、積立金が将来不足すると

思われる場合、増額を検討する。
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３. 修繕積立金 （テキスト７ページ）

（３）経費区分から見た修繕積立金

マンションの

維持管理

Ａ 日常管理

Ｂ 調査診断

Ｃ 修繕・改修工事

Ｄ 居住性向上
（住環境改善）

Ｅ 建替え検討

ａ．日常点検

ｂ．定期点検（建物、設備の保守、点検）

ｃ．定期清掃（通路、排水管等の定期清掃）

ｄ．経常修繕（日常の小修繕）

ｅ．計画修繕（年次的に計画して実施する

中規模修繕・大規模修繕）

ｆ．災害復旧（突発事故による復旧・修繕）
修繕積立金会計

（特別会計）

管理費会計

（一般会計）
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３. 修繕積立金 （テキスト10ページ）

（４）新築マンションにおける修繕積立金の目安

出典：国交省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」より



４. 大規模修繕工事の進め方

（１）大規模修繕工事の定義と実施時における留意事項

定義：長期修繕計画に基づき実施される大規模な修繕工事（計画修繕工事）

実施時における留意事項：

１．専門委員会（修繕委員会）の設置

２．マンション管理士、管理会社も含めた専門家の活用

３．十分な検討期間の確保

４．合意形成への注力

・ 大規模修繕工事の実施内容について告知する場合、実施の理由（未実施の場合に想

定されるデメリットも含む）、他マンションでの事例、実施状況等について、的確に伝える。

・ 居住者への定期的な報告や説明会、アンケート等の実施
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４. 大規模修繕工事の進め方

（２）大規模修繕工事の流れ

実施検討

【工事を検討する状況】

・長期修繕計画の修繕予定時期
・定期点検
・管理会社からの提案

体制づくり

【どのような体制で進めていくか】

・専門委員会（修繕委員会）の立ち上げ
・工事の発注方式の検討
・居住者へ進め方の理解を深める

建物の状況把握・居住者の周知

【建物の現状把握と居住者意向の確認】

・専門家による建物調査・診断
・居住者アンケートの実施・結果報告

工事内容検討・方針決定

【基本計画の検討・決定】

・工事計画や資金計画の検討
・総会での決議

修繕設計

【設計内容の確認】

・基本計画の準じた設計内容か
・不明な点は必ず確認

施工会社選定

【選定にあたって】

・金額以外に体制や連絡体制もチェック
・理事会での選定後、総会で承認

契
約

工事

【工事中の取組】

・施工会社と等の定期的な情報共有
・居住者への広報活動

工事完了

【完了後の対応】

・検査確認
・次回の工事に向けた確認



４. 大規模修繕工事の進め方 （テキスト17ページ）

（３）大規模修繕工事における各方式

① 責任施工方式（管理会社や施工会社が設計及び施工を行う方式）

特徴：一括発注の為、手間の省力が可能であるが、競争相手がいない為、

工事費が割高になる傾向あり

② 設計監理方式（コンサルタントと呼ばれる設計事務所が設計及び工事管理を行い、

施工会社は施工のみ行う方式）

特徴：責任の分担が明確であり、公明性・公平さ・高品質な工事が期待される

③ 管理会社主導方式（管理組合からの委託により、管理会社が診断・施工会社選定

協力、工事監理を行う方式）

特徴：設計事務所、施工業者選定方法、責任の範疇等に関して様々なケースあり

④ 設計・工事監修方式（設計施工会社を初めに決め、その会社の責任施工するが、

段階ごとで第三者チェック（監修）を入れる方式）

特徴：監修費は設計監理費より低くなるため、小規模マンションにて効果が期待される
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４. 大規模修繕工事の進め方 （テキスト18ページ）

（４）設計監理方式における業務フロー
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４. 大規模修繕工事の進め方 （テキスト17ページ）

（５）大規模修繕工事の完了

（６）次回大規模修繕工事に向けて

①工事の実施金額を長期修繕計画の見直し時に反映させる。

②修繕委員会を大規模修繕が完了しても継続していくことを検討。

①完成図書の確認と保管

②計画段階での検討事項、工事で発生した問題点、

変更事項、積み残し課題などを書面で残す。



５．終わりに
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横浜市マンション管理基礎セミナー 「ハード編」

横浜トップページ⇒暮らし・総合⇒住まい・暮らし⇒住宅⇒住宅に関する各種支援制度等⇒マンション管理組合支援事業
マンション管理組合サポートセンター事業
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/manshon/man-sp.html

更に詳しく知りたい方は・・・

横浜市マンション管理組合サポートセンター
横浜市マンション管理組合サポートセンターは、横浜市建築局と下記の４団体が協働して推進する事業です。
・ 一般社団法人神奈川県マンション管理士会
・ 特定非営利活動法人横浜マンション管理組合ネットワーク
・ 特定非営利活動法人日本住宅管理組合協議会神奈川県支部
・ 特定非営利活動法人建物ドクターズ横浜
http://www.yokohama-ysc.jp/

お問い合わせは・・・

横浜市マンション
管理基礎セミナー

連絡先
〒231-0028 横浜市中区翁町1-5-14
Tel&Fax 045－663－5459
メール support@yokohama-ysc.jp


